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１．事業概要

本町は急峻な地形で盆地が形成されており、集落は盆地ごとに分布しているという特徴

をもっています。そのため、７つの簡易水道・飲料水供給施設により町全体の給水を行っ

ていましたが、平成２７年３月に事業統合を行い、飯南町簡易水道となり現在に至ってい

ます。

（１）事業の現況

①給水

②施設

③料金

水道使用料は、令和元年１０月に改定し、料金体系は以下のとおりとなっています。

供用開始年月日 昭和３５年２月１日 計画給水人口 ４，４７４人

法適（全部・財務）

・非適の区分

法適 現在給水人口 ３，８６２人

有収水量密度 １０３㎥／ｈａ

水 源 赤名、杉戸（小田川）、真木、福田、小田、頓原、宇山、奥畑、敷波、志津見、八神、

角井、川尻、程原、丸山、佐見

施 設 数
浄水場設置数 １６

管路延長 ２３９．５９千ｍ
配水池設置数 ２２

施設能力 ２，７１６㎥／日 施設利用率 ７５．８％

区分 料金及び使用料

専用給水装置

基本料金(1箇月につき)
超過料金(1m3につき)

水量 料金

家事用 10m3まで 1,870円

198円

官公署用 30m3まで 5,940円

学校用 50m3まで 6,930円

営業用 20m3まで 3,520円

町施設用 15m3まで 2,640円

共用給水装置

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1m3につき)
臨時給水装置

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1m3につき)

水量 料金 水量 料金

10m3まで 1,540円 198円 10m3まで 3,960円 396円

量水器使用料

(1箇月につき)

(口径)

13mm 88円､20mm 176円､25mm 176円､30mm 286円､40mm 341円､50mm 1,782円
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④組織

簡易水道関係職員数は、令和６年度末時点で２名となっています。

（２）これまでの主な経営健全化への取組

平成２７年３月に７つの簡易水道・飲料水供給施設の事業統合を行い、より効率的な

経営を行うための取組を進めています。

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

簡易水道事業の経営比較分析表による分析については、別添２のとおりです。

２．将来の事業環境

（１）給水人口の予測

給水人口については、行政区域内人口の減少にあわせ減少が進行します。

（２）水需要の予測

給水人口の減少にあわせ減少が進行します。
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（３）料金収入の見通し

令和９年度に予定している料金改正により、収入は一旦増加します。ただし、それ以

降は、給水人口の減少にあわせ減少が進行します。

（４）施設の見通し

現在、安定供給を目的とした宇山ポンプ場の整備と、頓原浄水場の改良を優先して行

っています。一方、管路の経年化率が高い状況となっており、今後は計画的に管路の更

新を進めていく必要があります。

（５）組織の見通し

既に最少人数の職員配置となっており、組織の見直し等は予定していません。

３．経営の基本方針

少子高齢化の進行による人口減少から、使用料収入は減少が進んでいます。一方、水

道事業の供用開始から年月が経過し、施設・設備の老朽化が急速に進行しています。今

後、安定した給水を継続するためには、老朽化した施設や設備の更新を行っていく必要

があり、修繕費用が大幅に増加します。このような状況から、簡易水道事業を取り巻く

環境は、大変厳しくなると予想されております。

そこで、簡易水道事業の持続に向け、中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策

定し、町民への「安全・安心な簡易水道サービスを、持続的・安定的に提供する」こと

を経営の基本方針としました。
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４．投資・財政計画（収支計画）

簡易水道事業では、浄水施設や管路の健全性を維持することが、安全・安心な簡易水

道サービスを継続的・安定的に提供していくために必要となります。

一方、投資事業には多額の資金が必要になるため、その投資試算と財源試算を均衡さ

せることが非常に重要となります。

（１）投資・財政計画（収支計画）

計画期間内の収支計画については、別添１のとおりです。

（２）投資・財政計画（収支計画）の考え方

①投資

現在、宇山地区の安定給水を目的としたポンプ場を整備しており、令和８年４月から

の供用開始を見込んでいます。また、令和８年度からは、頓原浄水場の水質向上を目的

とした改良工事を開始し、令和１１年の４月からの供用開始を見込んでいます。その後

は、年次的に老朽化した管路の計画的な更新を進める予定です。

【目標】

投資に見合った施設利用を促進するため、現在８５．０％の施設利用率を維持して

いくことを目標とします。

②投資に関する財源

宇山ポンプ場新設、頓原浄水場改良、管路更新については、国庫補助金と地方債、繰

入金を充当しています。

【目標】

効率的な施設運営により財源を確保することを目指し、現在５８．８％の有収率

を、７０．０％にすることを目標とします。

③投資以外の経費

施設を維持していくための経費については、以下の考え方により算出しています。

（ア）職員給与費・・・令和６年度の決算値により算出。

（イ）動力費・・・・・令和６年度決算値に物価状率を乗じて算出。

（ウ）光熱水費・・・・令和６年度決算値に物価状率を乗じて算出。

（エ）通信運搬費・・・令和６年度決算値に物価状率を乗じて算出。
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（オ）修繕費・・・・・令和６年度決算値に物価状率を乗じて算出。

（カ）材料費・・・・・令和６年度決算値に物価状率を乗じて算出。

（キ）薬品費・・・・・令和６年度決算値に物価状率を乗じて算出。

（ク）委託料・・・・・令和６年度決算値に物価状率を乗じて算出。

（ケ）負担金・・・・・過去５年間の決算平均値により算出。

（コ）地方債・・・・・償還予定額を積み上げて算出。

④投資以外の経費に関する財源

施設を維持していくための経費については、使用料および他会計からの繰入金等を財

源として見込んでいます。

使用料については、人口減少に伴い年々減少していることから、令和９年度からの利

用料金改正に向けて検討を進めます。これにより計画前年度の令和７年度に対して、計

画最終年度の令和１７年度は、８％の増を見込んでいます。

他会計繰入金については、過去５年間の平均額の繰り入れを今後も見込んでいます。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組および今後検討予定の取組の概要

①投資についての検討

（ア）民間の資金・ノウハウ等の活用

民間の手法を研究する等、効率的な投資に向けた検討を行います。

（イ）施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング）

人口減少に比例して給水人口は、減少していきます。そのため、施設更新の際

は、持続可能な運営に向け、将来的な給水人口に見合った施設サイズへの縮小（ダ

ウンサイジング）、浄水場や配水池の統廃合といった抜本的な施設規模の見直しを

検討します。

（ウ）施設・設備の合理化（スペックダウン）

設備更新の際は、能力的に過大になった設備について性能の合理化（スペックダ

ウン）を行う等、持続可能な運営に向けた検討を行います。

（エ）施設・設備の長寿命化等の投資の平準化

老朽化が進んだ施設については、計画的に修繕等を実施することによって、トー

タルコストの削減と投資の平準化を図れるよう検討を行います。

（オ）広域化

地理的な条件から、他市町村との広域化・共同化は難しいと考えますが、技術革

新や先進事例に注視し、効率的な運営に向けて検討を行います。
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②財源についての検討

（ア）使用料

可能な限り使用料収入を中心とした運営体制が構築できるよう、経済情勢や町民

生活への影響に配慮しながら、適正かつ公平な負担となるように使用料を令和９年

度以降も検討します。

（イ）企業債

世代間の負担の公平性を確保しつつ、償還金により経営が圧迫されることのない

よう、計画的な発行に努めます。

（ウ）繰入金

繰入金に過度に依存することのないよう、収支状況に注視しながら経営を行いま

す。

（エ）資産の有効活用等による収入増加への取組

将来的に施設の合理化等により余剰資産等が発生した場合は、売却や貸付等、経

営状況の改善に向けた有効活用等を検討します。

③投資以外の経費についての検討

（ア）委託料

点検の頻度・方法等をより効率的なものにする等、コスト削減に努めます。

（イ）修繕費

計画的な修繕を行い、一度に多額の財政負担が生じることのないよう、施設管理

に努めます。

（ウ）動力費

より安価に調達できる手法を検討し、コスト削減に努めます。

（エ）職員給与費

職員については既に最少人数の配置となっており、今後も効率的な運営が行える

よう努めます。

（オ）その他の経費

より経済的に優れた手法を検討し、コスト削減に努めます。

５．経営戦略の検証

今後、この計画の実施状況は適宜評価・検証を行います。実績との乖離が著しい場合

や、計画の前提となる経営、財政の条件が大幅に変更となった場合には、見直しを行う

こととします。

見直しにあたっては、計画と実績との乖離及びその原因を分析し、事業手法の見直し
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等について改めて検討します。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 5 年 度 6 年 度 7 年 度

１． (A) 93,115 93,772 102,000 96,104 124,620 123,625 122,971 120,746 118,867 116,317 114,114 111,888 110,020
(1) 93,115 93,771 102,000 96,104 124,620 123,625 122,971 120,746 118,867 116,317 114,114 111,888 110,020
(2) (B)                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
(3) 1
２． 123,479 116,627 112,596 119,303 122,632 122,064 120,864 120,443 118,905 116,726 115,561 110,595 107,898
(1) 36,662 36,015 35,114 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615

36,662 36,015 35,114 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615
               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

(2) 83,803 79,348 77,479 75,940 79,268 78,701 77,500 77,080 75,542 73,363 72,198 67,232 64,534
(3) 3,014 1,264 3 2,748 2,749 2,748 2,749 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,749

(C) 216,594 210,399 214,596 215,407 247,252 245,689 243,835 241,189 237,772 233,043 229,675 222,483 217,918
１． 221,864 226,876 241,004 225,119 236,386 238,110 238,641 240,437 241,229 241,192 242,012 239,558 238,551
(1) 18,827 16,895 18,350 17,063 17,063 17,063 17,063 17,063 17,063 17,063 17,063 17,063 17,063

8,111 7,324 8,178 7,762 7,762 7,762 7,762 7,762 7,762 7,762 7,762 7,762 7,762
               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 

10,716 9,571 10,172 9,301 9,301 9,301 9,301 9,301 9,301 9,301 9,301 9,301 9,301
(2) 203,037 209,981 222,654 208,056 219,323 221,047 221,578 223,374 224,166 224,129 224,949 222,495 221,488

               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
14,711 19,304 12,925 13,106 13,287 13,468 13,649 13,830 14,011 14,192 14,373 14,554 14,735

400 534 690 700 709 719 729 738 748 758 767 777 787
187,926 190,143 209,039 194,250 205,327 206,860 207,200 208,806 209,407 209,179 209,809 207,164 205,966

(3) 141,393 135,622 131,955 129,202 139,266 139,787 139,116 139,709 139,297 138,058 137,675 134,017 131,807
２． 14,067 12,513 13,520 11,694 12,710 12,717 12,549 12,342 12,188 12,108 12,088 12,094 12,164
(1) 14,040 12,288 13,469 10,514 11,530 11,537 11,369 11,162 11,008 10,928 10,908 10,914 10,984
(2) 27 225 51 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

(D) 235,931 239,389 254,524 236,813 249,096 250,827 251,190 252,779 253,417 253,300 254,100 251,652 250,715
(E) △ 19,337 △ 28,990 △ 39,928 △ 21,406 △ 1,844 △ 5,138 △ 7,355 △ 11,590 △ 15,645 △ 20,257 △ 24,425 △ 29,169 △ 32,797
(F) 1,331
(G) 3,000
(H) 1,331 △ 3,000

△ 18,006 △ 28,990 △ 42,928 △ 21,406 △ 1,844 △ 5,138 △ 7,355 △ 11,590 △ 15,645 △ 20,257 △ 24,425 △ 29,169 △ 32,797
(I) 399,229 428,220 471,148 492,554 494,398 499,535 506,891 518,482 534,127 554,384 578,810 607,978 640,775
(J) 51,133 74,389 52,002 52,002 52,002 52,002 52,002 52,002 52,002 52,002 52,002 52,002 52,002

(K) 127,329 135,831 130,352 130,352 130,352 130,352 130,352 130,352 130,352 130,352 130,352 130,352 130,352

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 93,115 93,772 102,000 96,104 124,620 123,625 122,971 120,746 118,867 116,317 114,114 111,888 110,020

(N)

(O)

(P)

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他
収 入 計

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用
支 払 利 息
そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 428.75 456.66 461.91 512.52 396.72 404.07 412.20 429.40 449.35 476.61 507.22 543.38 582.42

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

別添１

yamauchi-takayuki
四角形



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 5 年 度 6 年 度 7 年 度

１． 7,300 60,600 117,000 151,400 66,300 56,200 53,400 53,400 53,400 53,401 53,401 53,400 53,400

２．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

３．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

４．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

５．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

６． 2,575 14,800 44,299 72,090 31,590 1,344

７．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

８． 7,043 10,032 40,800 16,810 7,410 16,356 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020 16,020

９． 84,880 103,370 97,682 79,802 79,802 79,802 79,802 79,802 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

(A) 101,798 188,802 299,781 320,102 185,102 153,702 149,222 149,222 139,420 139,421 139,421 139,420 139,420

(B)

(C) 101,798 188,802 299,781 320,102 185,102 153,702 149,222 149,222 139,420 139,421 139,421 139,420 139,420

１． 18,813 103,105 207,200 240,300 105,300 93,480 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000

                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

２． 111,770 113,782 105,343 95,125 84,159 83,060 80,631 67,078 58,349 51,121 51,620 48,765 44,715

３．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

４．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

５．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

(D) 130,583 216,887 312,543 335,425 189,459 176,540 169,631 156,078 147,349 140,121 140,620 137,765 133,715

(E) 28,785 28,085 12,762 15,323 4,357 22,838 20,409 6,856 7,929 700 1,199 △ 1,655 △ 5,705

１． 28,785 28,085 1,753

２．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

３．                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

４． 11,009

(F) 28,785 28,085 12,762

15,323 4,357 22,838 20,409 6,856 7,929 700 1,199 △ 1,655 △ 5,705

(G)                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 - 

(H) 1,178,197 1,125,014 1,136,671 1,192,946 1,175,088 1,148,227 1,120,996 1,107,318 1,102,370 1,104,650 1,106,431 1,111,067 1,119,752

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 5 年 度 6 年 度 7 年 度

36,662 36,015 35,114 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615

36,662 36,015 35,114 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615 40,615

83,980 101,970 96,682 79,802 79,802 79,802 79,802 79,802 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

57,421 58,468 61,558 49,802 49,802 49,802 49,802 49,802 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

26,559 43,502 35,124 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

120,642 137,985 131,796 120,417 120,417 120,417 120,417 120,417 110,615 110,615 110,615 110,615 110,615

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国（都道府県）補助金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計
(A)のうち翌年度へ繰り越
さ

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他会計長期借入返還金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

補

塡

財

源

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出
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業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

法適用 水道事業 簡易水道事業 C3 非設置 4,355 242.88 17.93 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

- 54.15 93.11 3,938 3,958 43.04 91.96 【】 令和6年度全国平均

経営比較分析表（令和6年度決算）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

2. 老朽化の状況について

2. 老朽化の状況

全体総括

　令和6年度は、経常収支比率が100％を下回って
おり、単年度収支が赤字であった。また、累積欠
損金比率が類似団体に比べ高く、年々上昇してい
る。維持管理費の精査によりコストを削減するこ
とと、収納率上昇による給水収益確保に努める必
要がある。
 流動比率が低いことについては、建設改良に伴う
企業債償還金が多いことが影響している。今後も
水源の渇水対策や老朽化した管路の更新等を行っ
ていく必要があるため、企業債残高に注視した事
業実施を行う必要がある。企業債残高対給水収益
比率も類似団体に比較すると高いため、投資規模
と料金のバランスを考えた経営が求められる。
　料金回収率は類似団体平均を下回っており、健
全な状態である100％を下回っている。また、給水
原価は類似団体平均より高くなっている。令和7年
度に料金改定の検討を行うが、適正な料金設定を
検討し、繰出金に依存せず経営できる体質への転
換が必要である。
　施設利用率については、類似団体平均を上回っ
ており、適正な施設規模での運営ができていると
考える。ただ、有収率については類似団体を下
回っており、漏水等の抑制に努める必要がある。

　有形固定資産減価償却率・管路経年化率共に類
似団体を上回っており、資産の老朽化が進んでい
ると言える。それに対して、管路の更新は進んで
いないため、管路更新を計画的に実施していく必
要がある。

　施設及び管路の老朽化も進んできており、今
後、更新に掛かる経費は増えていくことが予測さ
れる。給水収益だけでは賄えない現状であり、一
般会計からの繰入金で補っている。今後は計画的
な更新、料金回収率の向上、料金の見直し等の取
組を行い、健全な水道事業の経営に努めていく。
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【102.02】 【26.96】 【142.39】 【1,043.36】

【70.34】【48.33】【285.60】【56.19】

【35.50】 【16.16】 【0.28】

別添２
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四角形


